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エネルギー区分 エネルギーの形式・形態

自 然 

エネルギー 

太陽エネルギー 

風力エネルギー 

海洋エネルギー 

温度差エネルギー 

水力エネルギー 

リサイクル

エネルギー

廃棄物エネルギー 

下水熱エネルギー 

群小都市廃熱 

工場排熱 

高効率 

エネルギー

利用 

コージェネレーション 

燃料電池 

電力貯蔵電池 

省エネルギー対策 環境保全対策・活動例 

エネルギーの消費抑制

・機械設備の効率的・適正な運転管理 

・省エネルギー型・高効率型（以下、「省エネ型」と

いう）の機械設備の導入 

・ポンプのインバータ制御による最適運転

・ポンプの低揚程化 

・自然流下方式の採用 

・効率的な水運用（圧力の適正化、経路の最適選

択等） 

・使用電力の平準化（夜間電力使用、NAS 電池シ

ステムの導入） 

・建築設備の効率的・適正な管理 

・省エネ型の建築設備の導入 等

各地域における上下水道施設は、地域の実情に合わせて発展し地

域住民の生活に欠く事のできないものとなっています。また、国として

「地球温暖化防止会議（COP3）：1997 年」・「洞爺湖サミット：2008 年」

等、地球温暖化防止対策を実行する動きが年々活発になってきていま

す。このような背景を踏まえて、地球環境対策としては、以下の 2 つの

方法があると考えられます。 

◆ 化石燃料の代替エネルギーの採用（自然エネルギーの有効活用

＝新エネルギー設備）

◆ 省エネルギー化の推進

日水コンでは「人間が活動と環境との間で代謝を維持するために、

都市・生産緑地・自然の三領域間または個々の領域内での資源利用・

循環・再利用等の仕組みを、所要の性質を引出す際に生じるエントロ

ピー増加ステップを小刻みに取り除くことで、資源・空間・エネルギーの

消費率（環境負荷）を出来るだけ小さく成立させる」ため、「環境影響負

荷低減業務のご提案」を目標に、新エネルギー及び省エネルギーの導

入についてご提案いたします。 

また、環境負荷低減を目的とした自然エネルギーの導入、省エネル

ギーの推進についてもご提案いたします。 

新エネルギー設備

新エネルギーとは、「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置

法（新エネ法）」において、「技術的には実用化段階に達しつつあるが、

経済性の面での制約から普及が十分でないものであって、石油代替エ

ネルギーの導入を図るために特に必要なもの」と定義づけられていま

す。

新エネルギーは、各地域にエネルギー源が分散しており、その導入

促進を図るうえで、地方公共団体の役割が極めて重要であることか

ら、経済性評価のみでなく、新エネルギー導入促進の見地からシステ

ム導入の判断も必要になります。

新エネルギーは種類も様々あり、分類を大別すると以下のようにな

ります。 

日水コンでは、以下の項目を考慮して、新エネルギー設備の中から

特に現実性の高い、太陽光発電、中小水力発電、風力発電、コージェ

ネレーションについてご提案いたします。

◆ 新エネルギーの中で上下水道施設に導入しやすい

◆ 技術的に先進であり、かつ安定した技術レベルである

◆ システム全体として拡張・修繕・増設が容易

◆対応する技術力がある

※天然ガスコージェネレーションについては、平成 20 年 4 月 1 日の

政令改正によって新エネルギーの定義から外れ、「革新的なエネルギ

ー高度利用技術」となりましたが、新エネルギーの範疇と考え、提案さ

せていただきます。 

省エネルギー設備

■ 計画における基本理念及び基本方針
地球温暖化対策を進めるためには、省エネルギー対策及び新エネ

ルギー利用の推進が不可欠です。省エネルギー対策としては、エネル

ギーの消費抑制および、エネルギーの有効利用に分けられます。

水道における省エネルギー対策としては、下記のような例が挙げら

れます。 

以下に、代表的な省エネルギー対策機器を紹介いたします。 

トップランナー変圧器、高効率電動機、インバータ装置、LED 照

明、昼光制御システム、人感センサによる照明制御、電力監視シス

テム、自動化による運転制御方法の見直し、等

新エネルギー・省エネルギー設備導入業務の概要新エネルギー設備分類一覧表 

本提案業務遂行に当たり必要となる主な検討作業を以下に示しま

す。 

● 環境影響負荷低減業務全般

・計画時…地域新エネルギービジョンの有無や自治体方針との整

合性検討、設置予定施設及び場所の現況把握、事前

調査、ライフサイクルコスト（ＬＣＣ）や費用対効果の確

認、各種補助申請や関連法規の確認、関係機関との

協議、等。 

・実施時…施工方法の検討、発注方法の検討、公官庁事業化と

民間事業化の評価、各種補助申請や関連法規の確

認、関係機関との協議、等。 

環境影響負荷低減の必要性

新エネルギー・省エネルギー設備導入
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● 省エネルギー設備全般 

・設置条件の確認…現況把握及び設置後の改善効果検討、適用

箇所の妥当性と施工方法及び切替え方法

（仮設設備検討含む）、等。 

● 新エネルギー設備全般 

・立地条件の確認…代表的な例としては太陽光パネルの反射に

よる周辺環境への影響や風力発電装置によ

る電波障害・航空障害・騒音対策、中小水力

発電装置による水処理障害発生等の検討。

・周囲条件の確認…施工時の騒音障害・粉塵問題等の検討。設

置に関する関係機関との協議及び住民説

明、売電及び電源の系統連系逆潮流に関す

る対策及び協議、水利権及び地権者等への

協議、等。 

当社の強み

新エネルギー・省エネルギー設備導入業務の要点は前述の通り多

岐に渡ります。また、導入に際しては、新エネルギー設備は多種多様

にあり、省エネルギー設備の様に単体では効果がはっきりしないなど、

多くの具体的な条件を検討しなければなりません。 

一方、選択肢を複数設定することで、基本・実施設計時の時間差に

よる社会情勢の変化に対応し、見直しの余地を持つことも重要です。

日水コンでは以下に示す特徴を生かし、「新エネルギー・省エネルギ

ー設備導入において」お客様に、最適なコンサルティングサービスを提

供することが可能だと考えております。 

● 豊富な実績…当分野において、水道業界では第一位の売上げ

を得ております。さらに、上下水道事業に関わる環境影響負荷低

減業務受注実績においても、太陽光発電設備、中小水力発電設

備、風力発電設備、コージェネレーション設備等、多岐に渡る実績

を有し、全国の様々な環境、毎年変化する社会情勢に対応する技

術力を育んでいます。 

● 豊富な技術者・有資格者…他の水道系設計又はコンサルティン

グ事務所と異なり、電気計装設備担当技術者が全国に 30 名以上

在籍しています。また、技術士（電気・電子部門）をはじめ、１級施

工管理技士やＲＣＣＭ等、様々な有資格者が在籍しています。さら

に様々な部門の有能な技術者と有資格者がサポートいたします。

 その他にもアセットマネージメント業務やＩＳＯ認定取得（ＩＳＯ９００１

とＩＳＯ１４００１：品質と環境）等により、当社はお客様を多角的な

側面からサポートいたします。

効  果 

適正な更新計画 

地球環境に 

配慮した 
施設・設備の構築

地方自治体として 
CO2 

削減事業の推進

電力費の削減

省エネ法の遵守 補助金の有効利用 

ＳＴＡＲＴ 
お
客
様
準
備
作
業

資料請求の準備作業

資料請求 

見積書提出 

技術提案書提出 

発注用参考資料提出

プロポーザル方式 指名競争入札 

当
社
ご
提
案
作
業

条件付一般競争入札

入札 

ＥＮＤ 

発注準備 

事前協議 

・各資料の制作期間は凡そ

以下に示す期間を要しま

す。 

(1)  見積書 

   1～2週間程度 
(2)  技術提案書 

   1ヶ月程度 

(3)  発注用参考資料 
   1～2週間程度 

・各資料の提出及び打合せ
については原則無料と致し

ます。また、(2)技術提案書

については事前協議にてご
指摘頂いた事項の簡易な技

術提案を行うことを目的と

して、必要に応じてご提出
致します。なお、詳細な技

術内容については、本業務

内にて(2)技術提案書の見
直し含め、ご対応致します。

● 以下の資料をご提供頂きます。

・ 竣工図（フロー等代表的なもの

のみで結構です。） 

・ 別途提案書又は下記窓口へ電

話、FAX、メール等で照会を

かける。 

● 別途提案書又は下記窓口へ電話、

FAX、メール等で照会をかける。

・原則、大規模な場合はプロポーザル方式を

推奨します。 

・上記以外の発注形態でも可能です。ただし、

上記以外の発注形態時はその都度協議さ

せて頂きたく思います。 

省エネルギー化の推進

省エネ法

化石燃料の代替エネルギーの採用 

（自然エネルギーの有効活用） 

地球環境に配慮した 

施設・設備の再構築 

建設 

（昭和）

アセット 

マネージメント

ビジョン 

コスト縮減

国としての

事業推進

地方自治体として

の事業推進

京都議定書・洞爺湖サミット

COP3（Co2 削減） 

NEDO グリーン基金等

補助金制度の活用

施設・設備 

更新・維持 

管理（平成）

NEDO＝新エネルギー・産

業技術総合開発機構 

COP3＝気候変動枠組条

約第 3 回締約国会会議

（京都議定書とも言う）

〒163-1122 東京都新宿区西新宿 6-22-1 新宿スクエアタワー 

TEL. 03-5323-6200（代表） FAX. 03-5323-6480 

URL. http://www.nissuicon.co.jp 

機電事業部（担当：高田） TEL. 03-5323-6362 FAX. 03-5323-6366お問い合わせ先


